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第１章 計画の策定にあたって 

（１）第３期文化・芸術振興計画（調整計画）の趣旨 

世田谷区では、平成 18 年 4月、「区民一人ひとりが生き生きと暮らし、誇りを持っ

て住むことができる地域社会の実現」をめざして、「世田谷区文化及び芸術の振興に

関する条例」を施行し、その理念を具現化するために、平成 19 年 3月、「世田谷区文

化・芸術振興計画（平成 19年度から 21年度）」を策定し、施策を推進してきました。 

その後、社会状況や世田谷区を取り巻く状況などを踏まえ、２つの調整計画と第２

期計画の策定を経て、「第 3期世田谷区文化・芸術振興計画（平成 30年度から令和 3

年度、以下「第 3期計画」という。）」を策定し、文化・芸術振興施策の推進に取り組

んできました。 

しかしながら、令和２年以降の新型コロナウイルス感染症拡大により、緊急事態宣

言等が発出され、アーティスト等の活動自粛が余儀なくされたり、文化施設の休館や

人数制限が要請されたり等、多くの文化・芸術活動が制限され、様々な影響を受けて

います。 

一方で、デジタル化の急速な進展など新しい生活様式への移行が進み、文化・芸術

の分野においても新たな手法による情報発信、事業展開等、これまでにない試みも求

められています。 

このたび、「第 3期計画」の計画期間が終了することから、「第 3期文化・芸術振興

計画調整計画（以下、「第 3期調整計画」という。）」を策定します。 

第 3 期調整計画については、第 3 期計画を継承しつつ、コロナ禍により大きく変

化する社会状況やこれまでの計画の推進から見えた課題等に基づき、施策の方向、具

体的取組みを一部見直し、区の基本計画が令和 5 年度で期間満了を迎えることや次

期実施計画との整合性を図るため、計画期間を令和 4 年度から 5 年度までの 2 年間

とします
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（２）計画の位置づけ 

本計画は、文化芸術振興基本法を改めた「文化芸術基本法」及び「世田谷区文化及

び芸術の振興に関する条例」に基づき、文化・芸術施策を推進する計画として策定し

ます。 

また、区の上位計画である「世田谷区基本構想」「世田谷区基本計画」や関連計画

である「第 2次世田谷区教育ビジョン」「せたがやノーマライゼーションプラン」な

どと連携・整合性を図っていきます。 

なお、本計画上の文化・芸術とは「文化芸術基本法」に規定しているものに加え、

年中行事等の地域の伝統的文化、景観・風景・街並み等の文化的な環境、生活様式等、

人間の生活とその精神活動に関わることを想定しています。 

 

 〇文化芸術基本法による規定（参考） 

  第８条 「文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、その他の芸術（メディア芸術を除く）」 

  第９条 「映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した 

芸術（メディア芸術）」 

  第 10条 「雅楽、能楽、文楽、歌舞妓、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能」 

  第 11条 「講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能」 

  第 12条 「生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化）国民娯楽（囲

碁、将棋その他国民的娯楽）並びに出版物及びレコード等」 

  第 13条 「有形及び無形の文化財並びにその保存技術」 

  第 14条 「各地域における文化芸術の公演、展示、芸術祭等、地域固有の伝統芸能及び民

族芸能に関する活動」 
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（３）計画の期間 

本調整計画の計画期間は、令和 4年度から令和 5年度までの 2か年とします。 
 

 Ｈ30 Ｈ31･R1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 

基本計画 
          

新実施計画 
          

文化・芸術 

振興計画 

        

 

  

 

 

世田谷区文化及び芸術の 

振興に関する条例 

（平成 18年 3月） 

 

区の関連個別計画 

 

第 3期文化・芸術振興計画（調整計画） 

（令和 4年～5年度） 

 

世田谷区基本構想 

 世田谷区基本計画・次期実施計画 

 

連
携 

     整
合 

○せたがやノーマライゼーションプ

ラン–世田谷区障害施策推進計画- 

○世田谷区ユニバーサルデザイン 

推進計画（第 2期） 

○風景づくり計画 

○世田谷区産業振興計画 

○世田谷区子ども計画（第 2期） 

 後期計画 

〇世田谷区多文化共生プラン 

○第 2次世田谷区教育ビジョン 

 

○世田谷区文化財保存活用基本方針 

○第 2次世田谷区立図書館ビジョン 

○世田谷区幼児教育・保育推進ビジョン  

      

 

後期計画 
４年 (H30～R3) 

基本計画 
10年 （H26～R5） 

 

 次期実施計画 
2年 (R4～R5) 

調整計画 
2年 (R4～R5) 

次期基本計画 

次期計画 
第３期計画 
４年 (H30～R3) 
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第２章 文化・芸術を取り巻く状況 

 

（１）国・東京都の動向  

国は、平成 29 年 6月に、「文化芸術振興基本法」を改正し、題名を「文化芸術基本

法」に改めました。「文化芸術基本法」では、その基本理念に、年齢、障害の有無や

経済的な状況にかかわらず等しく文化芸術を鑑賞等ができる環境の整備や児童・生

徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性、観光、まちづくり、国際交流などの各

関連分野における施策との有機的な連携等が新たに規定されました。 

平成 30 年 3 月には、「文化芸術基本法」に基づき、「文化芸術推進基本計画（第 1

期）」を策定し、文化芸術政策の目指すべき姿や今後 5年間の文化芸術政策の基本的

な方向性を示すとともに、文化芸術立国の実現に向けて、文化芸術の本質的な価値、

社会的・経済的価値を明確化しています。 

また、平成 30 年 6月、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し、文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮、社会参加の促

進を目的とする「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行され、その

基本理念として、障害の有無にかかわらず、文化芸術を鑑賞・参加・創造することが

できる環境の整備や障害者による芸術上価値が高い作品等の創造への支援などを掲

げています。平成 31 年 3月には、同法 7条の規定に基づき、「障害者による文化芸術

活動の推進に関する基本的な計画」を策定し、障害者による文化芸術活動を推進する

上での基本的な方針や施策の方向性等を定めました。 

さらに、令和 3年 6月には、「文化財保護法」の一部を改正し、無形文化財及び無

形の民俗文化財について、幅広く文化財の裾野を広げて、継承や存続が厳しくなる状

況に対して、文化芸術基本法第 12条の生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他

生活に係る文化）などの生活文化も含めた多様な無形の文化財の積極的な保護を図

るため、国の登録制度を創設しました。 

 

東京都は、平成 27年 3月、東京都の芸術文化振興における基本指針、国際的に発

信する東京の文化政策の世界戦略を示した『東京文化ビジョン』を策定し、取組みと

して 8つの文化戦略と 10の主要なプロジェクトを掲げ、その実現に取り組んでいま

す。 
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（２）世田谷区の文化・芸術の特色と歩み 

①区の動向 

区では、平成 18年 4月に、区の文化・芸術振興を図るため、「世田谷区文化及び

芸術の振興に関する条例」を施行し、この条例に基づき、平成 19 年度を初年度と

する「世田谷区文化・芸術振興計画」を策定しました。その後、2 つの調整計画、

第 2期計画の策定を経て、「第 3期世田谷区文化・芸術振興計画」を策定し、文化・

芸術振興施策の推進に取り組んできました。 

 

②文化施設等を核とした文化・芸術事業の展開 

    昭和 50年代前半、地域の文化・芸術にふれる機会や場を求める区民の声の高ま

りを受け、昭和 61 年 3 月、都立砧公園内に、「世田谷美術館」を開設しました。

その後、世田谷ゆかりの作家やその遺族からの寄贈により、平成 5 年 7 月「向井

潤吉アトリエ館」、平成 15 年 11 月「清川泰次記念ギャラリー」、平成 16 年 4 月

「宮本三郎記念美術館」を「世田谷美術館」の分館として開設しました。世田谷美

術館は、世田谷ゆかりの作家・画家の作品などを収蔵し、恵まれた自然環境を活

かした空間の中で、“芸術とは何か”というテーマのもと、展覧会をはじめ、講座

やワークショップなど、さまざまな活動を通して、芸術との出会いの場を提供し

ています。 

昭和 61 年、世田谷文化会議からの提言を受けて文学館整備の検討が進められ、

平成 7 年 4 月、東京 23 区では最初の地域総合文学館として、「世田谷文学館」を

開設しました。世田谷にゆかりのある作家の原稿や資料などを収蔵し、世田谷の

文学遺産を次代に承継するとともに、身近な文学者や世田谷の風土を学び、知る

場として、映画、音楽、演劇、朗読、創作活動など、ジャンルを超えた幅広い活動

を行う文学館をめざし、展覧会の開催、様々な教育普及活動を展開しています。 

平成 9年 4月、区は、さらに区民の文化・芸術活動の支援など区民の文化向上に

寄与するため、創造的な文化施設として、「世田谷文化生活情報センター」を開設

しました。「世田谷文化生活情報センター」は、“暮らしをデザインする”をコンセ

プトに、日常の暮らしに身近なデザイン、文化、環境などをテーマとした、展示、

ワークショップ、セミナーなどを実施し、新しいライフスタイルを提案する「生活

工房」と、区民に国内外の質の高い演劇などを提供するとともに、ワークショップ

や講座等を通じ、区民自らが文化・芸術活動を実践する場を提供する「世田谷パブ

リックシアター」、身近な地域で様々なジャンルの音楽に親しむ環境づくりを目指

す「音楽事業部」で構成されています。 
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加えて、令和２年４月、在住外国人の増加や東京２０２０オリンピック・パラリ

ンピック競技大会（以下、「東京２０２０大会」という）契機とした国際化気運の

高まり等を踏まえ、国際施策の充実・発展に向けて、世田谷文化生活情報センター

に新たな組織として「国際事業部」を設け、せたがや国際交流センターを開設しま

した。 

また、区内には民間の美術館、劇場、ライブハウス等の、多彩で豊富な文化資源

があり、美術や演劇、音楽活動が活発に行われています。さらに、個人や団体によ

る文化・芸術に関する自主的な活動や文化施設を支えるボランティアによる活動、

地域の文化祭や日本文化、伝統文化などの継承や発信など行う NPO活動などが各地

域で行われており、区民の文化・芸術に対する関心は高い状況にあります。 

 

③世田谷区民会館の再整備 

世田谷区民会館は、区の中心部に立地しており、最寄り駅である松陰神社前駅か

らは徒歩 5分、梅ヶ丘駅からも徒歩圏内にあり、路線バスも整備されており、アク

セスが良好な環境にあります。また、北側には国士舘大学、周辺には緑豊かな若林

公園や松陰神社があり、文教の地にふさわしい生涯活動等の拠点でもあります。 

この区民会館を多様な文化・芸術活動拠点施設として再整備します。令和 3 年 7

月から始まる世田谷区本庁舎等整備工事＊においては、ホールについては、舞台や

音響・照明設備の全面的な改修を行い、エントランスホール、ホワイエ及び楽屋に

ついては改築し、また、新たに練習室を設けるなど、機能の向上を図ります。 

本施設は、世田谷区の全区的集会機能とともに、区民自治と協働・交流の拠点と

なるよう、講演会や式典等のほか、音楽や演劇等のイベントや興行など、多様な公

演に対応できるホール（多目的ホール）として、文化・芸術の魅力を区内外に広く

発信していきます。 

世田谷区本庁舎等整備工事による区民会館休館期間中は、他総合支所の区民会館

ホールなど、区が保有する公共施設を活用するとともに、区内大学との連携・協力

により大学施設を含む地域の資源等を活用しながら、文化・芸術活動が継続できる

よう努めていきます。 

＊世田谷区役所の建替え、世田谷区民会館ホールの保存改修等の総称 

 

  ④歴史・文化財等の伝統文化の継承と普及事業の展開  

 区では、昭和 37年に刊行した『新修世田谷区史』の編纂事業により、郷土史の

資料の収集・研究に取組み、昭和 39 年には、東京 23 区では最初となる「世田谷

区立郷土資料館」を開設し、文化財や歴史資料等の調査・研究を進めてきていま
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す。昭和 52年に「世田谷区文化財保護条例」を制定し、指定や登録により文化財

の保存と活用をはかり、文化財の総合調査を進めるとともに、区民への文化財の

公開や郷土学習の支援に取り組んできました。また、岡本公園民家園・次代夫堀公

園民家園を開設し、展示や紹介にほかに、文化財にふれて、体験するという形で文

化財の積極的な活用にも取り組んできています。 

 しかし、社会経済状況の変化に伴い、文化財の周辺環境も大きく変貌し、かつて

の世田谷の姿を思い起こさせる資料や環境が少なくなっており、多くの文化財の保

存も難しい状況にあります。さらに昨年からのコロナ禍での生活様式の変化などを

受けて、継承が難しくなってきたものが多く見受けられます。 

この時代背景を踏まえ、歴史・文化、風景などを保護・継承していくことは現代

の社会的要請であると捉え、行政としてのそのための啓発等を積極的に行う必要が

あります。そのため、保護の視点にとどまらず、これらを活用した地域の歴史・文

化・風景などに対する理解や愛着を社会的に醸成していかなくてはなりません。特

に、指定等がなされない文化財は、人々の暮らしの中に埋もれてその価値を見出さ

れずにいます。 

このような状況に対応するために、文化財を複合的に捉え、個々の文化財だけで

はなく群としての価値や魅力、全体としてのつながりをわかりやすく示し、地域住

民等の理解へとつなげていくことが重要であることから、区では、地域の歴史・文

化や風景等の保護・継承に関する施策を一貫した考えをもって進めていくため、平

成 29 年 4 月に「世田谷区文化財保存活用基本方針」を策定し、５つの基本方針に

基づき保存と活用を進めてきました。 

今後、文化財の保護に関する取り組みと併せて、歴史・文化財等の伝統文化を、

次の世代に継承していくための普及啓発事業の取組みについても、世田谷デジタル

ミュージアムなどによるデジタルによる啓発事業等に取り組みながら、コロナ禍に

おいて実際の文化財に触れ、体験し、継承していく在り方も、さらに検討していく

必要があります。 

 

（３）新型コロナウイルス感染症の影響  

令和 2年から始まった、新型コロナウイルス感染症拡大により、東京都では、計４

回の緊急事態宣言（令和 2 年 4 月 16 日～令和 2 年 5 月 25 日、令和 3 年 1 月 7 日～

令和 3 年 3 月 21 日、令和 3 年 4 月 23 日～令和 3 年 6 月 20 日、令和 3 年 7 月 12 日

～令和 3年 9月 12日）が発出され、様々なイベントが中止となり、多くのアーティ

スト等の活動や発表の機会が制限されました。また、文化施設においても、観客同士

の距離を空けることや入場制限、休館などを余儀なくされるなど、様々な影響を与え
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ました。一方で、コロナ禍によるデジタル化の急速な進展など、新しい生活様式への

移行が進み、文化・芸術の分野においても、新たな手法を取り入れた展開が広がって

きました。 

このような状況下で、国は、アーティスト、文化施設、デジタル事業展開等を支援

する多種多様な支援策を、都は、文化の灯を絶やさせないための対策として、アーテ

ィスト等を支援する「アートにエールを！東京プロジェクト」等をそれぞれ実施しま

した。 

区においては、コロナ禍で活動の制限を余儀なくされた個人や団体、民間文化施設

等の活動継続支援事業を実施し、支援に取り組んできました。しかしながら、新型コ

ロナウイルス感染症の収束はいまだ見通せず、文化・芸術を取り巻く社会情勢は依然

として厳しい状況にあります。 
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（４）第３期計画の取組み状況 

  第 3 期計画では、目指すべき姿「心潤う、文化・芸術のまち世田谷」の実現に    

向けて、5つの施策目標に基づき推進してきました。 

 

施策目標１ 世田谷の文化・芸術の魅力を発信する 

世田谷区内には、公立文化施設や民間文化施設等で、様々な文化・芸術活動が展開さ

れており、各施設から多様な情報が発信されています。 

また、これまで、世田谷発の文化・芸術は、国内の文化・芸術を牽引する役割を果た

してきました。区民の財産である世田谷の文化・芸術の魅力を区民が知り、身近に感じ

ることが、世田谷の魅力を高めることにつながります。区が進める「まちなか観光」と

も連携を図りながら、さまざまな媒体を活用して、世田谷の文化・芸術に関する情報を

効果的に区民や国内外に発信していきます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】 

・世田谷の文化・芸術情報の収集・発信 

・世田谷の文化・芸術の魅力を高め、広める取組み 

取
組
み
内
容 

「世田谷芸術百華～せたがや文化プログラム～」や「せたがや文化マップ」を用い

た、文化・芸術事業の情報収集を行い、紙媒体を用いて発信することができた。また、

SNS や動画配信サイト等の情報発信ツールを活用し、世田谷の文化・芸術の魅力を広

めることができた。 

評 

価 

・情報革新が進み、多くの人がスマートフォンなどの情報機器を活用する時代を迎え

る中、デジタル技術を活用し、新たな生活様式にも対応した情報発信の工夫を行っ

ていく必要がある。 

・高齢者など、電子媒体での情報取得が困難な方に向けた一定の配慮も必要である。 

・観光部門などとの連携によって、より多くの方への周知が可能となった。 

・動画配信サイトの活用等により、多くの人の目に触れやすい情報発信を実施してい

る。 

・アフターコロナにおいて、今後のまちの賑わいと地域のさらなる活性化に向けた文

化事業の検討が必要である。 
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施策目標２ 区民の誰もが文化・芸術に親しむ 

文化・芸術は、心に潤いをもたらし、ゆとりを感じる力があります。区内の文化施

設では、国内外に誇れる演劇、音楽、美術、文学など多彩な公演や展覧会等が行われ

ています。 

また、各地域では、まちの魅力を高め、活性化を図るため、地域の文化資源や文化・

芸術団体、民間施設と連携を図りながら、様々な文化・芸術活動が展開されています。 

また、これらの活動を契機に、新たに文化・芸術活動に関心を持つ区民が増えていま

す。高齢者や障害者、外国人等、区民の誰もが、これらの文化・芸術活動にふれ、体

験・参加し、気軽に親しむことができる機会を充実していきます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】 

・文化・芸術を身近に鑑賞・体験できる機会の充実 

・誰もが文化・芸術にふれることのできる取組み 

取
組
み
内
容 

「どこでも文学館」や「まちかどコンサート」等アウトリーチ事業を展開し、身近

に体験できる機会の充実を図るとともに、「鑑賞サポート」や「施設内サイン」の拡

充等、誰もが文化・芸術にふれることのできる取組みを推進した。 

評 

価 

・区民が文化に触れる機会の創出とアーティストの活動の場の提供の両面から、新た

な事業スキームを検討する必要がある。 

・アフターコロナにおいて、文化活動によるまちの賑わいを図る文化事業の取組みの

検討が必要である。 

・ユニバーサルデザインの考え方により、ハード・ソフト両面での施設の安全性や利

便性を考慮した施設運営が必要である。 

・「施設に足を運べない方」や「興味はあるが足を運ぶまで至らない方」などに向け、

気軽に触れ、親しむという観点から、デジタル技術の活用等による新たな事業手法

の検討が必要である。 

・子育て世代のニーズを踏まえた取組みが、利用しやすい施設として、区内外への PR

に繋がっている。 
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施策目標３ 個人や団体の文化・芸術活動を支える 

区内には、若手の俳優や画家など、次の時代を担う芸術家が世田谷を拠点に活動して

います。また、区民の音楽や演劇などの団体等が、様々な文化・芸術活動を行っていま

す。さらに、日本文化の魅力を広めるために、地域や NPO 法人などが活発に活動を繰り

広げています。区内を拠点に活動する次代を担う芸術家等や区民の文化・芸術活動を支

えていくことは、世田谷の文化・芸術の魅力を高めることにつながっていきます。 

また、高齢社会の到来により、高齢者の文化・芸術活動への参加や、ボランティアと

して世田谷の文化・芸術活動を支える区民が増えていくことが見込まれることから、今

後の世田谷の文化・芸術活動を支えていく仕組みづくり・取組みを推進していきます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】 

・区民の文化・芸術活動の支援 

・世田谷の文化・芸術を支える人材の支援 

取
組
み
内
容 

「区民ギャラリー」、「講義室」等、施設の貸出しを行うことで、場の提供による 

活動支援を実施した。 

「世田谷区芸術アワード飛翔」、「ネクスト・ジェネレーション」、「世田谷文学 

賞」などにより、人材の発掘・支援を行った。 

コロナ禍で活動や事業が制限された個人や団体、民間文化・芸術施設等の活動支援 

事業を実施した。 

評 
価 

・補助事業等のスキームは、区民ニーズと社会経済状況等を踏まえたうえで、より効

率的・効果的な内容となるよう、毎年度、検証し、一層の工夫が必要である。 

・アフターコロナにおいて、区民の文化・芸術活動のさらなる活性化のため、活動・ 

発表・交流の「場の提供」等の支援は、継続、拡充する必要がある。 

・区民団体の活動の充実のため、世代などを超えて交流できる仕組みづくりが必要で

ある。 

・事業を支えるボランティアの新たな獲得に向けた仕掛けを検討する必要がある。 

・事業実施にあたり、様々な世代のボランティアが活躍できる仕組みの検討が必要で

ある。 
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施策目標４ 次代の文化・芸術を担う人材を育む 

乳幼児期から文化・芸術にふれることは、想像力と創造性を育み、多様な価値観を受

け入れ、人と人との絆を結ぶ社会の基盤を形成していくことが期待されます。絵本を通

じて物語の世界を楽しむことや自然環境とのふれあい、動物園、植物園、美術館などで

本物の事象にふれることも興味・関心を広げるきっかけとなり、この積み重ねが、感受

性を豊かにしていくことにつながります。 

区では、これまで、主に小中学生を対象に、美術の鑑賞教室や演劇によるワークショ

ップ、せたがやジュニアオーケストラの支援などを行ってきました。次代を担う子ども

たちを育むために、これまでの取組みに加え、乳幼児期から遊びの中で、文化・芸術に

気軽にふれられる機会の提供を充実させていきます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】子どもの創造性を育む取組みの推進 

取
組
み
内
容 

うたやお話を演奏とともに届ける「コトコトさんのドレミ図書館」や区内大学との

連携・協働による「乳幼児を対象とした文化・芸術体験プログラム」など、乳幼児に

向けた文化・芸術体験事業を実施した。 

小・中学生を対象とした、「美術・古典の鑑賞教室」、「演劇ワークショップ」、

「せたがやジュニアオーケストラ」など鑑賞・体験ができる事業実施し、それぞれの

年代に合わせた文化・芸術に触れ、感受性や創造性を育む機会の推進を行った。 

評 

価 

・学校や保育園など、日々子どもたちと接する現場の声やニーズを聞き取り、ニーズ

に即した事業展開を図ることが必要である。 

・乳幼児期から「本物」「本場」といった、より良質な文化・芸術経験ができる取組

みを拡充していく必要がある。 
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施策目標５  文化資源を次代へ継承し、文化・芸術の力を活かし・つなぐ 

世田谷区には「世田谷のボロ市」や「浄真寺のお面かぶり」をはじめとした、地域に

支えられ、人々の生活と深く結びついてきた、季節感のある伝統文化が残されています。

このような伝統文化や、歴史的建造物、文化的風景などの文化的資源を活かしたまちづ

くりを進めることが、生活の中に文化を感じ、世田谷ならではの魅力の発信につながり

ます。世田谷区では、今後も人々の暮らしの中で育まれてきた幅広い文化を活用し、保

存・継承していく取組みを進めていきます。 

また、地域や民間施設、NPO 法人と連携を図りながら、世田谷の文化的資源や文化・

芸術を活かしたまちの魅力づくりを進めていくとともに、海外との姉妹都市交流や東京

２０２０大会、アメリカ合衆国ホストタウン・共生社会ホストタウンへの登録を契機と

した様々な国との文化交流を進めていきます。 

 
 

 

 

【施策の方向】 

・世田谷の文化的資源や伝統文化を活かし継承する取組みの推進 

・文化・芸術の力を活かしたまちの魅力づくり 

・多文化共生と国際交流の推進 

取
組
み
内
容 

 文化財ボランティア講座によりボランティアを育成するとともに地域の文化財の
担い手を育てるなど、人材の育成・活用を充実していくための施策を推進した。 

 世田谷区の文化資源を用いて、地域にある文化資源を散歩コースとして紹介し、
文化資源の活かすことで、地域の魅力づくりを推進した。 

 外国人向け日本語教室などの講座を開催する他、多言語や「やさしい日本語」を活
用して行政情報や生活情報を発信する等、在住外国人の生活基盤の充実に取組んだ。 

 せたがや文化財団国際事業部と連携して「せたがや国際メッセ」を開催するなど、
多文化共生の意識啓発や区民の国際交流の機会拡充を推進した。 

評 

価 

・文化にかかわる人材の高齢化等による人材・後継者不足が喫緊の課題であり、次世
代への継承の具体策の検討が必要である。 

・区民にとって貴重な財産である指定文化財の保存・修理は、社会経済状況等も踏ま
え、安全性や文化財の重要度を考慮した保存・改修方針等の検討が必要である。 

・まちの賑わい、地域の活性化の観点からも産業振興や観光部門等との連携を一層強
化する必要がある。 

・日本語の教育に関しては、令和元年６月公布の「日本語教育の推進に関する法律」
に基づき、教育の機会拡充など、地域の実情に応じた推進に取り組む必要がある。 

・「やさしい日本語」は、行政の情報発信の手段のみならず、日本人との交流をする
際にも活用できることから、職員への普及はもとより、区民や関係機関への周知を
進める必要がある。 

・令和元年実施の「外国人区民意識・実態調査」では、外国人の情報入手はインター
ネットの割合が多いことから、「外国人の方へ」のホームページの情報提供など、
対応の強化に努める必要がある。 

・せたがや文化財団国際事業部と連携し、各交流イベント等を区民ニーズや社会経済
状況を踏まえ、より効率・効果的に開催し、区民一人ひとりの相互理解を深め、人
権を尊重しながら、ともに暮らしていける多文化共生の意識づくりを一層進める必
要がある。 
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（５）第３期計画の推進から見えた課題 

第３期調整計画の策定に向け、検討委員会では、第３期計画の検証や第３期調整計

画に向けた考え方等について意見交換を行い、以下のように課題を整理しました。 

 

①区民ニーズや社会経済情勢等を踏まえた事業広報や事業実施 

 ・文化・芸術における区民ニーズを的確に把握するとともに、新しい生活様式やアフ

ターコロナの対応など、社会経済情勢の変化を踏まえた、より効率的、効果的な情

報発信や事業の構築が求められる。 

 

②文化・芸術の次世代への継承 

 ・伝統文化や文化財にかかわる人材、展覧会やイベント等の事業を支えるボランティ

アの高齢化による担い手不足は喫緊の課題であり、次世代への着実な継承を図るた

め、育成支援が必要である。 

・若手芸術家など、次代の文化・芸術を担う人材の一層の育成支援が必要である。 

 

③文化・芸術活動に取り組む団体等の支援 

・文化・芸術活動のさらなる活性化及び新型コロナウイルス感染症の影響による活動

の自粛・縮小に伴う文化・芸術の停滞等の状況から、世田谷の文化の灯を絶やさない

という観点からも、区民の主体的な文化・芸術活動の支援を継続・充実する必要があ

る。 

 

④年齢、国籍、障害の有無等にかかわらず、誰もが参加、体験できる機会の充実 

・誰もが文化・芸術を鑑賞し、参加、体験できる機会の提供を確実なものとするため、

事業手法、事業内容の見直しや文化事業を通じた交流ネットワーク、文化・芸術活動

への参加の促進など、環境整備に取り組む必要がある。 

 

⑤身近に感じられる文化・芸術の推進 

・多彩で豊富な文化資源など、世田谷の文化・芸術の区内外への積極的な発信に努める

とともに、文化・芸術を身近に感じ、興味を持ち、親しんでもらえるよう一層の取組

みが必要である。 

 

⑥まちのにぎわい・魅力づくりへの貢献 

・まちのにぎわいの創出や世田谷の文化・芸術の魅力を高め発信するため、地域におけ

る多様な文化資源の活用や文化・芸術活動の支援など、庁内、団体、民間施設、大学

等とも連携した文化施策を展開する必要がある。 
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第３章 計画の基本的考え方 

（１） 基本理念 

世田谷は、みどり豊かな武蔵野の自然にあふれ、閑静な住宅地として発展し、文化・

芸術に携わる人々は、その魅力に惹かれ移り住むようになりました。その歴史は、今

日に受け継がれ、世田谷の多くの区民は、区内各地域における活発な演劇活動、自主

的かつ積極的な文化・芸術活動、またその活動を支えるボランティア活動等を行って

おり、文化・芸術に高い関心を持っています。また、世田谷には日本の文化・芸術の

牽引役として活動されている方も多くいます。さらに、世田谷は、文学、映画等の作

品の舞台として数多く登場しており、区民にとって文化・芸術が身近に感じられる環

境にあります。 

これらは区民のかけがえのない財産であり、世田谷の大きな魅力でもあります。区

はこれらの財産を活かし、文化的な環境の向上に努めるとともに、すべての区民が文

化・芸術に触れ、文化的な環境を享受し、文化・芸術に関する活動に取り組むことが

できるようにすることが、区としての重要な責務であると考えています。 

誰もが心に潤い、ゆとり等を感じることができる区民生活及び地域社会を実現す

るために、区、区民、民間団体等の協働による文化・芸術の振興に関する施策を推進

するために、世田谷区における文化及び芸術の振興に関する基本理念を『世田谷区文

化及び芸術の振興に関する条例』で謳っています。 
 

  

 

＜基本理念＞ 

(１)文化及び芸術に関する活動における自主性及び創造性は、尊重されな

ければならない。 

(２)文化及び芸術を鑑賞し、その活動に参加し、及び創造することのできる

環境の整備が図られなければならない。 

(３)文化及び芸術の振興に当たっては、区、区民、民間団体、他の自治体等

の相互の連携が図られなければならない。 

「世田谷区文化及び芸術の振興に関する条例」より 
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（２） 将来像 

世田谷区には、等々力渓谷や国分寺崖線など緑豊かな自然、古墳や歴史的な建造物

などが残されています。また、世田谷美術館、世田谷文学館、世田谷文化生活情報  

センター、世田谷区民会館などの区立文化施設をはじめ、民間の美術館や劇場等の文

化施設も数多く存在し、区民が身近に文化・芸術にふれることができる環境がありま

す。 

また、区内の各地域では、伝統的な祭りやイベントなど、区民による様々な文化・

芸術活動などが活発に行われています。 

こうした世田谷区の多彩な文化資源、文化的環境を活かし、区民が文化・芸術に 

親しみ、参画し、また、民間団体、大学等と連携・協働しながら「心潤う、文化・   

芸術のまち世田谷 ～文化・芸術に親しみ、魅力を発信する」を目指します。 

 

 

心潤う、文化・芸術のまち 世田谷 
～文化・芸術に親しみ、魅力を発信する 
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（３） 第３期調整計画策定にあたっての視点 

 世田谷区の豊かな文化的環境や、区民の活発な文化・芸術活動など、せたがやら

しさを活かしたこれまでの取組みを継承しつつ、第 3期計画の推進から見えた課題

やコロナ禍により大きく変化する社会状況等を踏まえ、将来像『心潤う、文化・芸

術のまち世田谷 ～文化・芸術に親しみ、魅力を発信する』の実現に向け、第 3期

計画から引き続き、以下の 4 つを計画策定にあたっての視点として、世田谷の文

化・芸術の振興を推進していきます。 

 

Ⅰ 身近に感じられる文化・芸術の推進 

●多彩で豊富な文化資源など世田谷の文化・芸術を区民の誰もが知り、身近に    

 感じ、誇りに思えるような取組み及び区内外へ情報発信 

    

Ⅱ 文化・芸術で次の時代を担う人材の育成 

   ●若手をはじめ、新進の文化・芸術家の多様な芸術活動の支援や文化・芸術を       

    通して創造性・多様な価値観を育むための子ども向けの機会の提供 

 

Ⅲ 誰もが参画・協働できる文化・芸術環境の整備 

   ●高齢者や障害者、外国人などとの文化・芸術を通した交流やコミュニティへの

参加の促進、区と大学民間施設団体等との連携の推進 

 

Ⅳ 地域の文化資源や伝統文化の保存・継承 

   ●歴史的建築物などの歴史的資産を含めた風景などの文化的環境を生かしたまち 

づくりや文化的環境及び伝統文化の保存・継承を通した文化の創造の取組みの 

推進 
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（４）計画の体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

将来 

像 

心
潤
う
、
文
化
・芸
術
の
ま
ち 

世
田
谷 

～
文
化
・芸
術
に
親
し
み
、
魅
力
を
発
信
す
る 

２ 
誰もが、文化・芸術を身近に鑑賞・体験が

できる機会の充実 
親しむ (１) 

  

Ⅰ

身
近
に
感
じ
ら
れ
る 

文
化
・
芸
術
の
推
進 

計画の視点 

Ⅱ

文
化
・芸
術
で
次
の
時
代

を
担
う
人
材
の
育
成 

１ 

世田谷の文化・芸術情報の収集・発信 (１) 

発信する 
世田谷の文化・芸術の魅力を高め、広め

る取組み 
(２) 

３ 

次代を担う人材の発掘・育成・支援 (２) 

支える 

区民、団体の文化・芸術活動や文化  

施設等の支援 
(１) 

４ 
次代を担う、子ども・若者の創造性を 

育む取組みの推進 
(１) 育む 

            庁内における関係部署との連携強化 推 進 体 制 

５ 

区や区民の多様な文化資源やせたがや 

らしさを活かした取組みの推進 
(１) 

活かし・

つなぐ 
多文化共生と国際施策の推進 (２) 

Ⅲ

誰
も
が
参
画
・協
働
で
き
る

文
化
・芸
術
環
境
の
整
備 

Ⅳ

地
域
の
文
化
資
源
や 

伝
統
文
化
の
保
存
・
継
承 

施策目標 施策の方向 
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取組み内容 

○ 誰もが、文化・芸術活動をできる機会や支援の充実   

○ 次代の文化・芸術活動を担う人材の発掘、育成、交流・活動支援 

○ 次代の文化・芸術の担い手である子ども・若者が鑑賞・体験できる機会の充実 

○ 充実 

○ 文化資源などを活用したまちづくり、観光事業の取組みの推進 

○ 文化資源の保存と継承 

         せたがや文化財団との協働体制の強化     産学官民の連携強化 

○ 外国人への支援や交流事業等の推進 

 

○ 年齢や国籍、障害の有無、経済的状況にかかわらず、身近なところで文化・芸術に   

触れ、親しむことができる機会の充実 

〇 音楽・演劇など多様な文化・芸術活動の拠点となる区施設の整備 

〇 世代や目的、新しい生活様式に対応した ICT等の活用による情報発信 

○ 文化・芸術の力やせたがやらしい文化を広める取組みの推進 
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第４章 文化・芸術施策の展開 

（１） 施策目標 

第 3期調整計画における施策目標については、これまでの第 3期計画の成果や評価 

を踏まえたうえで、第 3期計画で推進してきた 5つの施策目標を継承します。 

 

 施策目標１ 

  ●世田谷の文化・芸術の魅力を発信する 

 施策目標２ 

●区民の誰もが文化・芸術に親しむ 

 施策目標３ 

●個人や団体の文化・芸術活動を支える 

 施策目標４ 

●次代の文化・芸術を担う人材を育む 

 施策目標５ 

●文化資源を時代へ継承し、文化・芸術の力を活かし・つなぐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発信する 

世田谷の文化・芸術の魅力を 

親しむ 活かし・つなぐ 
区民の誰もが文化・芸術に 

支える 育む 
個人や団体の文化・芸術活動を 次代の文化・芸術を担う人材を 

文化資源を時代へ継承し、

文化芸術の力を 

【施策目標推進の体系】 

心潤う、文化・ 

芸術のまち 世田谷 

～文化・芸術に親しみ、魅力を発信する 
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（２） 施策の方向と具体的な取組み 

５つの施策目標を推進する施策の方向と具体的な取り組みについては、第 3 期計画の

推進から見えてきた課題や文化・芸術を取り巻く社会状況等を踏まえ、次のとおり定め

ます。 

 

 

 

 

１ 発信 
する 

 

 

 

 

 

 

『第 3期計画の推進から見えた課題』 

①区民ニーズや社会経済情勢等を踏まえた事業広報や事業実施 

⑤身近に感じられる文化・芸術の推進 

 

情報通信技術の目覚ましい発展や新型コロナウイルス感染拡大を背景に、社会全

体において、デジタル技術を活用した情報の捉え方や発信の方法を変革する動きが

急速に進んでいます。 

区では、様々な世田谷の文化・芸術に関する情報を、目的や対象とする相手を明確

化し、ホームページ、アプリケーション、SNS、動画配信等によるデジタル技術を用

いた発信に加え、従来の紙媒体の広報等、多様な手法で情報発信をしていきます。 

また、様々な手法で情報のネットワークを広げるとともに、SNSを活用し、情報を

受ける側からも発信し広がっていく仕組みに取組んでいきます。 

地域の特色を踏まえた情報を集約することにより、より実践的で親しみやすい情

報発信を行います。 

 

世田谷区内には、公立文化施設や民間の文化施設等

で、さまざまな文化・芸術活動が展開されています。ま

た、各地域・地区では、文化財や伝統文化等の文化的資

源を生かした活動や文化・芸術に関するイベントなど、

多様な活動が活発に行われています。 

 このような、世田谷の文化・芸術の魅力をより多くの

区民に伝えるため、デジタル技術を活用した情報発信を

強化するとともに、紙媒体での情報発信に継続して取り

組む等、世代に合わせた情報発信を推進します。 

 

 （１）世田谷の文化・芸術情報の収集・発信 
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【取組み内容】 

○世代や目的、新しい生活様式に対応した ICT 等の活用による情報発信 

 

＜取組み例＞ 

◆ホームページ、アプリケーション、SNS、動画配信サイトや冊子、文化情報誌

等多様な媒体を活用した情報発信を行います。【生活文化政策部、せたがや文化財団】 

◆SNSを活用した、受けて側からも広がる撮影可能な展覧会や撮影スポットの設

置、区民参加型の情報発信等の仕組みづくりを構築します。 

【せたがや文化財団】 

◆交通沿線・広域文化拠点を軸としたお散歩コースや地域の特色にふれる情報 

発信をデジタル・紙媒体を用いて行います。 

【生活文化政策部、生涯学習部】 

 ◆区の魅力を集めたまちなか観光 HP「エンジョイ！SETAGAYA」との連携を推進 

します。                  【生活文化政策部、経済産業部】 

 ◆デジタル技術を活用した区の歴史や文化資料を発信する「コレクション検索」、 

「世田谷デジタルミュージアム」等を活用した情報発信を推進します。 

【せたがや文化財団、生涯学習部】 

 

  

『第 3期計画の推進から見えた課題』 

①区民ニーズや社会経済情勢等を踏まえた事業広報や事業実施 

⑤身近に感じられる文化・芸術の推進 

⑥まちのにぎわい・魅力づくりへの貢献 

 

区の多様な文化的資源を活用し、区、民間、NPO法人、区民等が連携して、世田

谷の魅力を高め、広めていく取組みを推進していきます。また、文化・芸術と観光

分野の連携した取組みを展開し、文化・芸術をさまざまな手法を用いて推進してい

きます。 

 

 

 

 

（２）世田谷の文化・芸術の魅力を高め、広める取組み 
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【取組み内容】 

○文化・芸術の力やせたがやらしい文化を広める取組みの推進 

  

＜取組み例＞ 

 ◆商店街、町会・自治会、ボランティア等との連携により、三軒茶屋の町全体が

劇場となる「世田谷アートタウン三茶 de 大道芸」を実施し、区内外に区の魅

力を広め、地域の活性化を図る取組みを推進します。   【せたがや文化財団】 

◆世田谷区が持つ魅力（自然・風景、商店街、文化施設、祭り・イベントなど）

を PR するために制作したプロモーションビデオを区公式 YouTube チャンネル

や外部情報サイトに公開し区内外に魅力を広めます。     【経済産業部】 

◆国際的作品の招聘や、国内の公共劇場・美術館等との広報協力、共同制作など

を進め、区の文化資源の魅力を広める取組みを推進します。 【せたがや文化財団】 

 ◆自然や文化施設、歴史的建造物などの観光スポットを紹介する観光情報冊子

を配布し、区の多様な魅力広める取組みを推進します。    【経済産業部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「せたがやらしさ」について 

 第 3期文化・芸術振興計画（調整計画）検討委員会では、文化・芸術における「せた

がやらしさ」について、次のような意見が出されました。 

「地域のイベントが多く、人と人との絆を大切 

にしている文化があり、商店街がそれを支えてい 

る」、「三軒茶屋で実施される『三茶 de大道芸』 

では、まちの賑わいづくりに区や地元商店街、町 

会等が協力し、積極的に活動している」、「下北沢 

音楽祭や二子玉川で行われているキネコ国際映画 

祭など、地域集団から非営利法人まで、多様な活 

動主体が文化・芸術活動に積極的に関わり、質の     

高い芸術、アーティストの演奏などが地元の有志       三茶 de大道芸 

や寄付で成り立っている」、「世田谷のボロ市のよ 

うな伝統文化が継承されている一方で、神社の広 

場を使ったクラシックコンサートを毎年実施する 

地域がある」、「文化財と伝統文化、伝統的な生活 

文化と新しい生活文化が融合している」「区民の生 

活の中にアートがある」、「障害者アートの先進的 

な取組みをかなり早い段階から行っている」「住宅 

都市でありながら、パブリックシアター、世田谷 

美術館や五島美術館、世田谷文学館など、高い評     世田谷パブリックシアター 

価を得ている文化・芸術施設を持つ創造都市である」など。 
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２ 親しむ 
 

 

 

 

 

 

 

『第 3期計画の推進から見えた課題』 

④年齢、国籍、障害の有無等にかかわらず、誰もが参加、体験できる機会の充実 

⑤身近に感じられる文化・芸術の推進 

⑥まちのにぎわい・魅力づくりへの貢献 

 

年齢、国籍、障害の有無、また、経済的状況にかかわらず、誰もが文化・芸術に    

触れ、親しむことができるように、地域や団体、民間施設等と連携し、アウトリーチ 

活動を積極的に行います。また、幅広い層に応じたプログラムを展開し、区民の  

誰もが参加し、文化・芸術に親しむことができる機会を提供していきます。 

 

【取組み内容】 

○年齢、国籍、障害の有無、また、経済的状況にかかわらず、身近なところで   

文化・芸術に触れ、親しむことができる機会の充実 

 

＜取組み例＞ 

◆区内各所で開催される無料のコンサートや、収蔵品を活用した安価で楽しめる

コレクション展を開催し、文化・芸術を気軽に鑑賞する機会を提供します。      

    【せたがや文化財団】 

◆学校や高齢者・障害者施設等への出張公演やワークショップを実施し、文化・

芸術に親しむ機会を提供します。            【せたがや文化財団】 

 

区内の文化施設では、国内外に誇れる、多彩な文化・

芸術活動が行われています。また、各地域ではまちの

魅力を高め活性化を図るために、様々な活動が展開 

されており、これらの活動を契機に新たに文化・芸術

に関心を持つ区民が増えています。 

年齢、国籍、障害の有無、また、経済的状況にかか

わらず、区民の誰もが文化・芸術に触れ、鑑賞・体験、

参加し、親しむことができる環境を整えます。 

 

 

（１）誰もが、文化・芸術を身近に鑑賞・体験ができる機会の充実 
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◆障害者の芸術鑑賞サポートを実施し障害のある方も気軽に文化・芸術を楽しめる

取組みを推進します。                     【せたがや文化財団】 

◆親子でも文化・芸術を鑑賞できる環境の整備や子ども向けのプログラム・ワーク

ショップを実施し、親子で楽しむことができる機会を提供します。 

    【せたがや文化財団】 

◆漫画や映画、絵本等ジャンルに捉われない展示を実施し、文化・芸術に親しむ機

会を充実します。                      【せたがや文化財団】 

 

【取組み内容】 

〇音楽・演劇など多様な文化・芸術活動の拠点となる区施設の整備 

 

＜取組み例＞ 

◆様々な用途に対応可能な世田谷区民会館の再整備（ホール部分の改修、楽屋・ホ

ワイエ・エントランスホール部分の改築や練習室・親子観覧席等の新設による機

能向上）を行います。            【世田谷総合支所、庁舎整備担当部】 

◆ユニバーサルデザインの考え方に基づき、障害のある方も安心して施設を利用

できるよう施設整備やサポートを実施します。      【せたがや文化財団】 

◆空間の確保や施設内サイン、多言語表記等を取り入れた、ユニバーサルデザイン

の取組みを推進します。    【せたがや文化財団、世田谷総合支所、庁舎整備担当部】 

 

＊世田谷区民会館の再整備工事期間中においては、他総合支所の区民会館ホールな

ど、区が保有する公共施設を活用するとともに、区内大学や包括協定を結んだ川

崎市、近隣自治体等との連携・協力により、代替場所を確保し、文化・芸術活動

が継続できるよう努めていきます。 
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３ 支える 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

『第 3期計画の推進から見えた課題』 

②文化・芸術の次世代への継承 

③文化・芸術活動に取り組む団体等の支援 

④年齢、国籍、障害の有無等にかかわらず、誰もが参加、体験できる機会の充実 

 

区民や団体の文化・芸術活動、文化施設等の活動が途絶えることのないよう、発

表の機会の提供や事業連携、活動支援に関する情報提供など、文化・芸術活動の継

続支援の充実に取り組みます。 

年齢、国籍、障害の有無、また、経済的状況等にかかわらず、多様な文化・芸術

活動の支援を行っていくため、区民が身近に文化・芸術活動に取り組める場の充実

を図っていきます。また、障害者の創作活動を支援し、作品の魅力を発信するとと

もに、障害者が文化・芸術活動に参加しやすい環境の整備に取り組んでいきます。 

 

  

（１）区民、団体の文化・芸術活動や文化施設等の支援 

区内では、区民の文化・芸術活動団体や文化施設、

芸術家が世田谷を拠点に活動を活発に行っていま

す。また、次代を担う若手芸術家が世田谷を拠点に活

動しています。区民や文化施設、次代を担う芸術家等

の文化・芸術活動を支えていくことは、世田谷の文

化・芸術の魅力を高め広めることにつながります。 

また、今般の新型コロナウイルス感染症拡大によ

り、様々な分野の文化・芸術活動が甚大な影響を受

け、いまなお厳しい状況に置かれています。私たちの

心に潤いを与えてくれる魅力ある世田谷の文化・芸

術が途絶えることのないよう、活動の継続を支援す

る仕組みづくりや取組みを推進します。 



 

27 

 

【取組み内容】 

○ 誰もが、文化・芸術活動をできる機会や支援の充実  

 

＜取組み例＞ 

◆新型コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けた、区民や団体、文化施

設等の活動継続を支援する取り組みを行います。       【生活文化政策部】 

◆区内のアマチュア団体の発表の場として、「世田谷パブリックシアター」や  

「シアタートラム」を提供し、活動の支援を行います。  【せたがや文化財団】 

◆区民に発表の場を提供するために区民絵画展・写真展を実施し、活動の場の  

提供を行います。                    【せたがや文化財団】 

◆区民の誰もが参加できる区民のための学習の場「市民大学」を実施し、市民自治

の担い手となる人材の育成を推進します。         【生活文化政策部】 

◆障害者施設等の美術展の開催や障害者アートを支援し、文化・芸術活動の参画者

拡大と障害への理解の促進を図ります。     【せたがや文化財団・障害福祉部】 

◆区民から詩・短歌・俳句・川柳・随筆等の作品を募集・表彰を行い、冊子「文芸

せたがや」に掲載し、発表の場の提供を行います。     【せたがや文化財団】 

◆コロナ禍における文化・芸術活動への影響を把握し、ニーズに合った支援を行い

ます。                         【生活文化政策部】 

 

 

『第 3期計画の推進から見えた課題』 

②文化・芸術の次世代への継承 

 

これからの文化・芸術の創造を担う若手芸術家の支援や、その創作活動を支える舞

台技術者、学芸員などの専門的な人材の育成・支援に取り組んでいきます。 

また、文化施設等で実施する事業や育成プログラムにも積極的に参加してもらい、

生きがいや心の豊かさにもつなげていきます。 

 

 

 

 

（２）次代を担う人材の発掘・育成・支援 
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【取組み内容】 

○ 次代の文化・芸術活動を担う人材の発掘、育成、交流・活動支援 

 

＜取組み例＞ 

◆有望な劇作家、演出家、劇団の発掘、育成を図る「ネクスト・ジェネレーション」

を実施し、次代の担い手を生み出す取組みを推進します。  【せたがや文化財団】 

◆区内にある大学などから、学生インターンシップや研修生の受入れを通じ、事業

の現場や学校等での人材育成を推進します。        【せたがや文化財団】 

◆優れた舞台芸術を生み出す人材を育成するため、講座や研究会などを実施しま

す。                         【せたがや文化財団】 

◆文化・芸術活動を支えるボランティアの積極的な募集を進め、事業を通した人材

育成と世代を超えた交流を推進します。         【せたがや文化財団】 

◆学芸員の資格取得を目指す実習生等を受け入れ、現場等での体験学習を通した、

次代を担う人材の育成を進めます。            【せたがや文化財団】 

 

 

 

 
  

コロナ禍における区の支援策について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、 

様々な文化事業が休止を余儀なくされ、区民が 

文化・芸術に親しむ機会やアーティストの活動 

機会が大きく制約されました。また、アーティ 

ストの活動の場であり、世田谷区の魅力の一つ 

となっているライブハウスや小劇場などの民間 

の文化・芸術施設では、観客を入れての事業実 

施が困難となるなど、厳しい環境が続いていま     せたがや元気出せ Artsプログラム 

す。                    

こうした状況を踏まえ、区では令和 2 年度、「せたがや元気出せ Arts プログラム」

として、プロのアーティストの動画配信にかかる支援や民間文化・芸術施設の映像配

信事業への補助などの活動継続支援事業を実施しました。 

今後も、世田谷の文化・芸術の灯を消さないために、様々な状況を見極めながら方

策を検討し、支援の継続に取り組みます。 
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４ 育む 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『第 3期計画の推進から見えた課題』 

④年齢、国籍、障害の有無等にかかわらず、誰もが参加、体験できる機会の充実 

⑤身近に感じられる文化・芸術の推進 

 

子どもの頃から文化・芸術にふれ、体験することは、子どもたちの豊かな感性や 

創造力を育み、コミュニケーション力や生きる力を高めることにつながります。家庭

環境にかかわらず全ての子どもや青少年が文化・芸術に親しむことができるよう、保

育園や幼稚園、学校等教育現場や各文化施設と連携し、年齢に応じた文化・芸術を体

験・創造する機会を充実させていきます。 

また、子ども・青少年の文化・芸術の学習・表現活動を高める取組みとして、様々

なジャンルのプログラムを展開するとともに、子どもだけでなく保護者にも関心を

もってもらうことにより、子どもたちの参加につなげていくよう、学校やその他関係

機関と連携した取組みを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）次代を担う、子ども・若者の創造性を育む取組みの推進 

乳幼児期から文化・芸術にふれることは、想像力と 

創造性を育み、多様な価値観を受け入れ、人と人との絆

を結ぶ社会の基盤を形成していくことが期待されま

す。  

絵本を通じて物語の世界を楽しむことや自然環境 

とのふれあい、美術館などで本物の事象にふれること

も興味・関心を広げるきっかけとなり、この積み重ね

が、感受性を豊かにしていくことにつながります。 

次代を担う子どもたちを育むため、全ての子どもや

青少年が文化・芸術に触れ、親しむことができる環境 

づくりと機会の充実に取り組みます。 
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【取組み内容】 

○次代の文化・芸術の担い手である子ども・若者が鑑賞・体験できる機会の 

充実 

 

＜取組み例＞ 

◆保育園、幼稚園と連携した乳幼児向けの文化・芸術プログラムを検討・実施します。 

【せたがや文化財団】 

◆学校が休校期間中に行われる子ども向けプログラムの発行を行い、文化・芸術を

鑑賞・体験できる機会の周知を行います。           【生涯学習部】 

◆文化・芸術を通した子どもたちの社会性・創造性を高める取組みとして「せた 

がやジュニアオーケストラ」を運営・支援し、地域に根差した活動を行います。 

【せたがや文化財団】 

◆継続的な体験・学習の機会を設けるため夏休み・冬休みを利用したワークショッ

プを実施します。                    【せたがや文化財団】 

◆古典芸能や美術をより身近なものと感じるよう、狂言の公演とワークショップ

や展覧会鑑賞及び美術館施設見学を実施します。      【せたがや文化財団】 

◆子どもたちを対象とした演劇やダンスのワークショップの開催やなどを実施し

ます。                        【せたがや文化財団】 

◆乳幼児が文化・芸術に触れられる環境づくりの一層の推進に向けて、区内保育

園・幼稚園と連携し、乳幼児向けの文化・芸術プログラムを実施していきます。                                                      

【せたがや文化財団】 
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５ 活かし・ 
つなぐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『第 3期計画の推進から見えた課題』 

②文化・芸術の次世代への継承 

④年齢、国籍、障害の有無等にかかわらず、誰もが参加、体験できる機会の充実 

⑥まちのにぎわい・魅力づくりへの貢献 

 

区では、東京２０２０大会を契機として、国内外から多くの方々が世田谷区を訪れ

ることを見込み、「世田谷おもてなし・交流・参加プロジェクト」を立ち上げるとと

もに、せたがや文化財団文化生活情報センターに「国際事業部」を新たに設置するな

ど国際交流の推進への準備をしていました。 

また、アメリカ合衆国のホストタウン・共生社会ホストタウンとして、国際交流を

始めとした様々な取組みを予定していました。 

残念ながら、新型コロナウイルス感染症拡大により、当初予定していた、国際交流

等の取組みを計画どおり実施することはできませんでしたが、今後もこれらの準備

で培った経験とホストタウンの理念を生かし、世田谷の豊かな文化資源を活かした

国際交流や、外国の文化・習慣等に対する相互理解を深める講座等を通して多文化共

生を進めていきます。 

また、外国人向けの多言語表記、日常生活への支援や地域との交流などの日常生活

を支援する取組みを推進します。 

区内の豊かな自然や歴史的建造物などの歴史的資産

を含めた風景といった文化的資源を活かしたまちづく

りを進めることが、世田谷ならではの魅力の発信につな

がります。また、地域に支えられ、人々の生活と深く結

びついてきた、季節感のある伝統文化が多く残されてい

ます。今後も、人々の暮らしの中で育まれてきた幅広い

文化を活用し、保存・継承していく取組みを進めていき

ます。 

また、世田谷の豊かな文化資源を活かした国際交流や

交流事業等を実施するとともに、様々な支援を通じた多

文化共生の推進に取り組みます。 

（１）区や区民の多様な文化資源やせたがやらしさを活かした取組みの推進 
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【取組み内容】 

○文化資源などを活用したまちづくり、観光事業の取組みの推進 

 

＜取組み例＞ 

◆美術館・文学館と地域住民との連携を図り地域行事の支援を行います。 

【せたがや文化財団】 

◆世田谷の農村の暮らしぶりや風習などを再現している民家園などの体験事業を、

より充実させて実施します。                           【せたがや文化財団】 

◆ICT技術やホームページ等を通じて風景づくりに関する情報を発信し、区民・事

業者の風景づくりに関する理解の促進を図っていきます。   【都市整備政策部】 

◆例年実施している、二子玉川花みず木フェスティバルの一環である「将棋事業」

を通じて日本古来の伝統文化である、将棋のルールや礼儀作法等を楽しく学ぶ機

会を提供します。                     【生活文化政策部】 

 

 

【取組み内容】 

○文化資源の保存と継承 

 

＜取組み例＞ 

◆デジタル技術を活用した区の歴史や文化資料を発信する「世田谷デジタルミュー 

ジアム」等を活用した情報発信を推進します。         【生涯学習部】 

◆文化財ボランティアを育成するとともに、地域の文化財の担い手を育てるなど、

人材の育成・活用を充実していくための施策を推進します。    【生涯学習部】 

◆各図書館の地域特性や地域の歴史などの資料展示や講演会などの事業を実施し、

地域の文化情報を発信します。         【せたがや文化財団、生涯学習部】 

◆文化・芸術作品や有形・無形の文化財や歴史的遺産の収蔵、蓄積、整理の基盤の

充実について調査・検討をしていきます。             【生涯学習部】 
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『第 3期計画の推進から見えた課題』 

④年齢、国籍、障害の有無等にかかわらず、誰もが参加、体験できる機会の充実 

⑤身近に感じられる文化・芸術の推進 

 

世田谷の豊かな文化資源を活かした国際交流や、外国の文化・習慣等に対する相互

理解を深める講座等を通して多文化共生を進めていきます。 

また、外国人向けの多言語表記、日常生活への支援や地域との交流などの日常生活

を支援する取組みを推進します。 

 

【取組み内容】 

〇外国人への支援や交流事業等の推進 

 

  ＜取組み例＞ 

◆3つの姉妹都市との更なる交流を促進するとともに、新たな交流について検討し

ていきます。                      【生活文化政策部】 

◆多くの人に多文化共生、国際交流について考えてもらえるよう、様々なテーマの

講座を、関係機関と連携しながら事業に取り組んでいきます。【せたがや文化財団】 

◆多文化共生の基礎知識から外国人の文化、教育等、様々な分野の講義を行い、多

文化共生にかかわるボランティアの養成を行います。    【せたがや文化財団】 

◆せたがや文化財団国際事業部と連携して実施する交流事業「せたがや国際メッセ」

を開催し、国際交流の機会や多文化共生の意識啓発・周知を強化し、参加しやす

い環境づくりを進めます。                 【生活文化政策部】 

◆庁内において多言語化を促すとともに、「やさしい日本語」を活用した外国人に

もわかりやすいホームページの作成に取組みます。     【生活文化政策部】 

 
 

 

  

（２）多文化共生と国際施策の推進 
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第５章 計画推進の方策 

（１） 成果指標と目指す目標  

第 3 期調整計画の将来像の実現に向け、引き続き第 3 期計画策定時に設けた成果

指標により評価を行い、それぞれの目標を設定します。目指す目標の設定年度は、第

3期調整計画の最終年度である令和 5年度末としています。 

 

成果指標 現状値（該当年） 目指す目標（令和 5年度末） 

文化・芸術に親しめる 
環境の区民満足度 

50.2％ 上げる 

文化・芸術の鑑賞活動 
への区民参加の割合 

85.8％ 増やす 

文化・芸術の創作活動等
への区民参加の割合 

39.6％ 増やす 

 

 

（２） 連携強化 

 

庁内連携 

第 3 期調整計画の推進にあたっては、まちづくりや教育、産業、福祉、多文化共生

など文化芸術基本法に記載の幅広い分野を対象とし、次期計画の策定を見据え、横断

的な連携を図りながら、取組みを推進していきます。 

 

公益財団法人せたがや文化財団との連携 

せたがや文化財団は、区における質の高い文化・芸術事業の展開と区民の多様な文

化創造活動・市民活動・交流活動を支援することにより、地域文化の振興と心豊かな

地域社会の形成に寄与することを目的として、平成 15 年 4月に設立されました。平

成 23年 4月には公益財団法人となり、文化・芸術に関する活動の幅を広げています。 

区は、これまでに引き続き、指定管理業務として、区の文化資源である世田谷文化

生活情報センター、分館を含む世田谷美術館、世田谷文学館の管理を、令和 4年度か

ら 8年度までの 5年間、指定管理者として施設管理委託し、区と連携して文化・芸術

活動を推進していきます。 

せたがや文化財団が持つ 6つの分野、「生活デザイン」「演劇（舞台）」「美術」「文

学」「音楽」「国際交流」で培ってきたノウハウを活かし、世田谷区の文化・芸術施設
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を最大限生かしていきます。 

本計画の将来像「心潤う、文化・芸術のまち 世田谷 ～文化・芸術に親しみ、魅

力を発信する」を達成するための目標である「発信する」「親しむ」「支える」「育む」

「活かし・つなぐ」を実行するための施策を、着実に展開していくために、せたがや

文化財団の総合力、専門能力を活かすとともに、更なる連携強化を図り本計画を推進

していきます。 

  

産学官民連携 

誰もが身近に文化・芸術にふれることのできる環境づくりには、民間の文化施設や

地域で活動している文化・芸術団体、教育・研究機関である大学等と、連携・協働し

て取組みを進めていく必要があります。 

区は、これまでも、様々な団体や文化施設、大学などと連携して、事業を展開して

きました。 

今般のコロナ禍による、社会状況の急激な変化等に対応し新たな事業展開を行う

ためには連携をさらに強化し、区の文化・芸術施策を推進していきます。 

 

（３）アフターコロナを見据えた事業のあり方 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う文化・芸術活動の制限下においては、  

無観客の公演や展示の映像配信、オンライン形式でのワークショップ等、これまでに

ない様々な取組みが行われました。このような取組みは、施設に出かけることが難し

い方やこれまで文化・芸術に触れる機会のなかった層にも鑑賞や参加の幅を広げるこ

とにつながり、従前の事業継続が困難な状況下で、新たな可能性を見出すことになり

ました。 

  アフターコロナにおいては、これまでの取組みや事業の充実とともに、こうした新

たな取組みを継続して行い、より多くの区民が文化・芸術の魅力を知り、触れること

ができる機会の創出に取り組みます。 

  また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けるアーティスト等の支援におい

ては、令和２年度、文化・芸術活動継続支援事業「せたがや元気出せ Artsプログラム」

を実施しましたが、世田谷の文化・芸術の灯を消さないため、今後も、様々な状況を

見極めながら方策を検討し、支援の継続に取り組みます。 
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（４）計画の進捗管理  

   本計画に基づく施策の進捗は、毎年度、事業ごとに『計画に基づき(Plan）、実行し

(Do）、評価し（Check）、改善する（Action）』サイクルを用いて進捗管理を行うとと

もに、次期計画の策定を見据えながら、事業の改善・見直しを行います。 

 また、新型コロナウイルス感染症拡大のように、社会情勢等に大きな変化が生じた

場合は、文化・芸術分野への影響や区民ニーズを的確に捉え、迅速に事業内容や手法

の見直し等に取り組みます。 
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１ 世田谷区第３期文化・芸術振興計画（調整計画）検討委員会設置要綱 

令和２年 11月 26日 

２世文芸第 263 号 

 

（目的及び設置） 

第１条 世田谷区第３期文化・芸術振興計画（調整計画）（以下「計画」という。）の策定

に係る事項を検討するため、世田谷区第３期文化・芸術振興計画（調整計画）検討委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、計画の案について検討する。 

（組織） 

第３条 委員会は、生活文化政策部長の職にある者及び有識者、学識経験者等のうちか

ら区長が委嘱する委員 10名以内で組織する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、令和２年 12月 15日から令和４年３月 31日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により、副委員長は

委員長の指名によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長がこれを招集する。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見、説

明等を聴き、又は委員以外の者に必要な資料の提出を求めることができる。 

（部会） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に部会を設けることができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、生活文化政策部文化・芸術振興課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年 12月 15日から施行する。  
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２ 世田谷区第３期文化・芸術振興計画（調整計画）検討委員会委員名簿 

 

（敬称略：50音順） 
 

氏名 役職・所属団体等 

飯島 祥夫 
(区民委員) 

三軒茶屋銀座商店街振興組合理事長 

今村 まゆみ フリーランス 観光まちづくりカウンセラー 

垣内 恵美子 政策研究大学院大学教授 

川崎 賢一 駒澤大学教授、世田谷市民大学運営委員 

前沢 知子 
(区民委員) 

アーティスト《絵画、写真、現代美術》 

片桐 誠 生活文化政策部長 

 （6名） 
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３ 文化芸術基本法 

 

平成十三年法律第百四十八号 

 

附則 

文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の変わらな

い願いである。また、文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力を高めるとともに、人々

の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる心豊

かな社会を形成するものであり、世界の平和に寄与するものである。更に、文化芸術は、それ自

体が固有の意義と価値を有するとともに、それぞれの国やそれぞれの時代における国民共通のよ

りどころとして重要な意味を持ち、国際化が進展する中にあって、自己認識の基点となり、文化

的な伝統を尊重する心を育てるものである。 

我々は、このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく、心豊かな活力ある社会

の形成にとって極めて重要な意義を持ち続けると確信する。 

しかるに、現状をみるに、経済的な豊かさの中にありながら、文化芸術がその役割を果たすこ

とができるような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。二十一世紀を迎

えた今、文化芸術により生み出される様々な価値を生かして、これまで培われてきた伝統的な文

化芸術を継承し、発展させるとともに、独創性のある新たな文化芸術の創造を促進することは、

我々に課された緊要な課題となっている。 

このような事態に対処して、我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術の礎たる表現

の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文

化芸術を国民の身近なものとし、それを尊重し大切にするよう包括的に施策を推進していくこと

が不可欠である。 

ここに、文化芸術に関する施策についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、文化芸術

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑み、文化芸

術に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすると

ともに、文化芸術に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動（以

下「文化芸術活動」という。）を行う者（文化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。）の自主的

な活動の促進を旨として、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊

かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に

尊重されなければならない。 

２ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重

されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければ

ならない。 

３ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生

まれながらの権利であることに鑑み、国民がその年齢、障害の有無、経済的な状況又は居住する

地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができる
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ような環境の整備が図られなければならない。 

４ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、我が国及び世界において文化芸術活動が活発

に行われるような環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られるよう考慮されなけ

ればならない。 

５ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなけ

ればならない。 

６ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活動が行

われるよう配慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図ら

れなければならない。 

７ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよ

う、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。 

８ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、乳幼児、児童、生徒等に対する文化芸術に関

する教育の重要性に鑑み、学校等、文化芸術活動を行う団体（以下「文化芸術団体」という。）、

家庭及び地域における活動の相互の連携が図られるよう配慮されなければならない。 

９ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見

が反映されるよう十分配慮されなければならない。 

１０ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術により生み出される様々な価値を

文化芸術の継承、発展及び創造に活用することが重要であることに鑑み、文化芸術の固有の意義

と価値を尊重しつつ、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野にお

ける施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならない。 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、文化芸術に関する施

策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術に関し、国との連携を図りつつ、自

主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の関心及び理解） 

第五条 国は、現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し、享受することができ

るとともに、文化芸術が将来にわたって発展するよう、国民の文化芸術に対する関心及び理解を

深めるように努めなければならない。 

（文化芸術団体の役割） 

第五条の二 文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の

充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めなければ

ならない。 

（関係者相互の連携及び協働） 

第五条の三 国、独立行政法人、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者その他の関係者は、

基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第六条 政府は、文化芸術に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措

置その他の措置を講じなければならない。 

第二章 文化芸術推進基本計画等  
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（文化芸術推進基本計画） 

第七条 政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術に関

する施策に関する基本的な計画（以下「文化芸術推進基本計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 文化芸術推進基本計画は、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基

本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。 

３ 文部科学大臣は、文化審議会の意見を聴いて、文化芸術推進基本計画の案を作成するもの

とする。 

４ 文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関

係行政機関の施策に係る事項について、第三十六条に規定する文化芸術推進会議において連絡調

整を図るものとする。 

５ 文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画が定められたときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

６ 前三項の規定は、文化芸術推進基本計画の変更について準用する。 

（地方文化芸術推進基本計画） 

第七条の二 都道府県及び市（特別区を含む。第三十七条において同じ。）町村の教育委員会

（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十三条第一

項の条例の定めるところによりその長が同項第三号に掲げる事務を管理し、及び執行することと

された地方公共団体（次項において「特定地方公共団体」という。）にあっては、その長）は、文

化芸術推進基本計画を参酌して、その地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画（次項及

び第三十七条において「地方文化芸術推進基本計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 特定地方公共団体の長が地方文化芸術推進基本計画を定め、又はこれを変更しようとする

ときは、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。 

第三章 文化芸術に関する基本的施策  

（芸術の振興） 

第八条 国は、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術（次条に規定するメディア

芸術を除く。）の振興を図るため、これらの芸術の公演、展示等への支援、これらの芸術の制作等

に係る物品の保存への支援、これらの芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催

その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（メディア芸術の振興） 

第九条 国は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した

芸術（以下「メディア芸術」という。）の振興を図るため、メディア芸術の制作、上映、展示等へ

の支援、メディア芸術の制作等に係る物品の保存への支援、メディア芸術に係る知識及び技能の

継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（伝統芸能の継承及び発展） 

第十条 国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能（以下「伝

統芸能」という。）の継承及び発展を図るため、伝統芸能の公演、これに用いられた物品の保存等

への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（芸能の振興） 

第十一条 国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能（伝統芸能を除く。）の振

興を図るため、これらの芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援、これらの芸能に

係る知識及び技能の継承への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 
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（生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及） 

第十二条 国は、生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化をいう。）の振

興を図るとともに、国民娯楽（囲碁、将棋その他の国民的娯楽をいう。）並びに出版物及びレコー

ド等の普及を図るため、これらに関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（文化財等の保存及び活用） 

第十三条 国は、有形及び無形の文化財並びにその保存技術（以下「文化財等」という。）の保

存及び活用を図るため、文化財等に関し、修復、防災対策、公開等への支援その他の必要な施策

を講ずるものとする。 

（地域における文化芸術の振興等） 

第十四条 国は、各地域における文化芸術の振興及びこれを通じた地域の振興を図るため、各

地域における文化芸術の公演、展示、芸術祭等への支援、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能（地

域の人々によって行われる民俗的な芸能をいう。）に関する活動への支援その他の必要な施策を

講ずるものとする。 

（国際交流等の推進） 

第十五条 国は、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進を図ることにより、我が国及び

世界の文化芸術活動の発展を図るため、文化芸術活動を行う者の国際的な交流及び芸術祭その他

の文化芸術に係る国際的な催しの開催又はこれへの参加、海外における我が国の文化芸術の現地

の言語による展示、公開その他の普及への支援、海外の文化遺産の修復に関する協力、海外にお

ける著作権に関する制度の整備に関する協力、文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人

材の養成及び派遣その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、前項の施策を講ずるに当たっては、我が国の文化芸術を総合的に世界に発信するよ

う努めなければならない。 

（芸術家等の養成及び確保） 

第十六条 国は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等の保存

及び活用に関する専門的知識及び技能を有する者、文化芸術活動に関する企画又は制作を行う者、

文化芸術活動に関する技術者、文化施設の管理及び運営を行う者その他の文化芸術を担う者（以

下「芸術家等」という。）の養成及び確保を図るため、国内外における研修、教育訓練等の人材育

成への支援、研修成果の発表の機会の確保、文化芸術に関する作品の流通の促進、芸術家等の文

化芸術に関する創造的活動等の環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（文化芸術に係る教育研究機関等の整備等） 

第十七条 国は、芸術家等の養成及び文化芸術に関する調査研究の充実を図るため、文化芸術

に係る大学その他の教育研究機関等の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（国語についての理解） 

第十八条 国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理解を深

めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講ずる

ものとする。 

（日本語教育の充実） 

第十九条 国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対する日本

語教育の充実を図るため、日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、日本語教育に関

する教材の開発、日本語教育を行う機関における教育の水準の向上その他の必要な施策を講ずる

ものとする。 

（著作権等の保護及び利用） 
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第二十条 国は、文化芸術の振興の基盤をなす著作者の権利及びこれに隣接する権利（以下こ

の条において「著作権等」という。）について、著作権等に関する内外の動向を踏まえつつ、著作

権等の保護及び公正な利用を図るため、著作権等に関する制度及び著作物の適正な流通を確保す

るための環境の整備、著作権等の侵害に係る対策の推進、著作権等に関する調査研究及び普及啓

発その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（国民の鑑賞等の機会の充実） 

第二十一条 国は、広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造す

る機会の充実を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示等への支援、これらに関する情

報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実） 

第二十二条 国は、高齢者、障害者等が行う文化芸術活動の充実を図るため、これらの者の行

う創造的活動、公演等への支援、これらの者の文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備

その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（青少年の文化芸術活動の充実） 

第二十三条 国は、青少年が行う文化芸術活動の充実を図るため、青少年を対象とした文化芸

術の公演、展示等への支援、青少年による文化芸術活動への支援その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 

（学校教育における文化芸術活動の充実） 

第二十四条 国は、学校教育における文化芸術活動の充実を図るため、文化芸術に関する体験

学習等文化芸術に関する教育の充実、芸術家等及び文化芸術団体による学校における文化芸術活

動に対する協力への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（劇場、音楽堂等の充実） 

第二十五条 国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に

係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、情報の提供その他の必要な施策

を講ずるものとする。 

（美術館、博物館、図書館等の充実） 

第二十六条 国は、美術館、博物館、図書館等の充実を図るため、これらの施設に関し、自ら

の設置等に係る施設の整備、展示等への支援、芸術家等の配置等への支援、文化芸術に関する作

品等の記録及び保存への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（地域における文化芸術活動の場の充実） 

第二十七条 国は、国民に身近な文化芸術活動の場の充実を図るため、各地域における文化施

設、学校施設、社会教育施設等を容易に利用できるようにするための措置その他の必要な施策を

講ずるものとする。 

（公共の建物等の建築に当たっての配慮等） 

第二十八条 国は、公共の建物等の建築に当たっては、その外観等について、周囲の自然的環

境、地域の歴史及び文化等との調和を保つよう努めるものとする。 

２ 国は、公共の建物等において、文化芸術に関する作品の展示その他の文化芸術の振興に資

する取組を行うよう努めるものとする。 

（情報通信技術の活用の推進） 

第二十九条 国は、文化芸術活動における情報通信技術の活用の推進を図るため、文化芸術活

動に関する情報通信ネットワークの構築、美術館等における情報通信技術を活用した展示への支
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援、情報通信技術を活用した文化芸術に関する作品等の記録及び公開への支援その他の必要な施

策を講ずるものとする。 

（調査研究等） 

第二十九条の二 国は、文化芸術に関する施策の推進を図るため、文化芸術の振興に必要な調

査研究並びに国の内外の情報の収集、整理及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等） 

第三十条 国は、地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組を促進す

るため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（民間の支援活動の活性化等） 

第三十一条 国は、個人又は民間の団体が文化芸術活動に対して行う支援活動の活性化を図る

とともに、文化芸術活動を行う者の活動を支援するため、文化芸術団体が個人又は民間の団体か

らの寄附を受けることを容易にする等のための税制上の措置、文化芸術団体が行う文化芸術活動

への支援その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（関係機関等の連携等） 

第三十二条 国は、第八条から前条までの施策を講ずるに当たっては、芸術家等、文化芸術団

体、学校等、文化施設、社会教育施設、民間事業者その他の関係機関等の間の連携が図られるよ

う配慮しなければならない。 

２ 国は、芸術家等及び文化芸術団体が、学校等、文化施設、社会教育施設、福祉施設、医療

機関、民間事業者等と協力して、地域の人々が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創

造する機会を提供できるようにするよう努めなければならない。 

（顕彰） 

第三十三条 国は、文化芸術活動で顕著な成果を収めた者及び文化芸術の振興に寄与した者の

顕彰に努めるものとする。 

（政策形成への民意の反映等） 

第三十四条 国は、文化芸術に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性

を確保するため、芸術家等、学識経験者その他広く国民の意見を求め、これを十分考慮した上で

政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。 

（地方公共団体の施策） 

第三十五条 地方公共団体は、第八条から前条までの国の施策を勘案し、その地域の特性に応

じた文化芸術に関する施策の推進を図るよう努めるものとする。 

第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備  

（文化芸術推進会議） 

第三十六条 政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、

文化芸術推進会議を設け、文部科学省及び内閣府、総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、

経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。 

（都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等） 

第三十七条 都道府県及び市町村に、地方文化芸術推進基本計画その他の文化芸術の推進に関

する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関

を置くことができる。 

 附 則 抄 
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（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

 附 則 （平成二九年六月二三日法律第七三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（文化芸術に関する施策を総合的に推進するための文化庁の機能の拡充等の検討） 

第二条 政府は、文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、文化庁の機能の拡充等につ

いて、その行政組織の在り方を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと

する。 

 附 則 （平成三〇年六月八日法律第四二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 

 附 則 （令和元年六月七日法律第二六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 
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４ 世田谷区文化及び芸術の振興に関する条例 

 

 

 

平成 18年３月 14日 

条 例 第 1 8 号 

 

文化及び芸術は、創造性の源として社会的価値を生み出し、人々の心に潤い、ゆとり等をもた

らし、豊かな人間性をはぐくみ、人々の生活の質を向上させる力を持っている。文化及び芸術に

親しむことは、人の悲しみ及び痛みを想像する力を培い、人を慈しむ心を芽生えさせ、ひいては、

世界中の人々が共に平和に暮らす社会の実現につながっている。さらに、近年、地域との関わり

が希薄になりがちな子どもたちは、文化及び芸術に触れることにより、表現する力を身に付け、

社会性を高めることが期待され、また、福祉及び医療の分野において、文化及び芸術は、いやし

及び生きがいとなるとともに、治療に役立てられている。そこで、経済的な豊かさの中にあって、

こうした文化及び芸術の持つ力又は果たす役割を改めて見つめ直し、行政の基本的施策として位

置付け、その振興を図ることが、今求められている。 

世田谷は、みどり豊かな武蔵野の自然にあふれ、閑静な住宅地として発展し、文化及び芸術に

携わる人々は、その魅力にひかれて移り住むようになった。そのような歴史は、今日に受け継が

れ、区内各地域における活発な演劇活動、多くの文化及び芸術に関する自主的かつ積極的な活動、

文化施設を支えるボランティア活動等に見られるように、多くの区民は、文化及び芸術に関する

活動に親しみ、文化及び芸術に高い関心を持っている。また、世田谷は、文化及び芸術の様々な

分野において第一人者と目される人々による活動も活発に行われており、まさに日本の文化及び

芸術をけん引しているといっても過言ではない。さらに、世田谷は、文学、映画等の作品の舞台

として数多く登場しており、区民にとって、文化及び芸術が身近に感じられる環境にある。 

これらのものは、区民のかけがえのない財産であり、世田谷の魅力を支える大きな要素でもあ

る。区は、これらの財産を活かし、文化的な環境の向上に努めるとともに、すべての区民が文化

及び芸術に触れ、文化的な環境を享受し、文化及び芸術に関する活動に取り組むことができるよ

うにすることが、重要な使命であると考える。 

ここに、文化及び芸術の振興についての基本理念を明らかにし、区、区民、民間団体等の協働

による文化及び芸術の振興に関する施策により、心に潤い、ゆとり等を感じることができる区民

生活及び地域社会を実現するため、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、区の文化及び芸術の振興に関する基本理念を定め、区の責務について明ら

かにするとともに、文化及び芸術の振興に関する施策（以下「振興施策」という。）を推進する

ことにより、区民一人ひとりが生き生きと暮らし、誇りを持って住むことができる地域社会の

実現に寄与することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第２条 文化及び芸術の振興に関する基本理念は、次のとおりとする。 

(１) 文化及び芸術に関する活動における自主性及び創造性は、尊重されなければならない。 

(２) 文化及び芸術を鑑賞し、その活動に参加し、及び創造することのできる環境の整備が図ら

れなければならない。 



 

48 

 

(３) 文化及び芸術の振興に当たっては、区、区民、民間団体、他の自治体等の相互の連携が図

られなければならない。 

 

（区の責務） 

第３条 区は、前条に規定する基本理念に基づき、文化及び芸術の振興を図るための計画を策定

し、及び振興施策を推進するものとする。 

２ 区は、振興施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

３ 区は、区が行う施策について、文化及び芸術の振興を図る視点を取り入れるよう努めるもの

とする。 

 

（文化及び芸術に触れることができる機会の充実） 

第４条 区は、区民が身近な場所で文化及び芸術に触れることができる機会の充実を図るため、

事業を実施し、及び環境の整備を行うものとする。 

 

（自主的な活動に対する支援） 

第５条 区は、文化及び芸術に関する区民の自主的な活動に対し、その場所及び機会の提供、助

成その他の必要な支援を行うものとする。 

 

（文化及び芸術に関する専門的知識又は技能を有する者に対する支援等） 

第６条 区は、文化及び芸術に関する専門的知識又は技能を有する者の発掘、育成、確保及び登

用に努め、これらのものに対し、必要な支援を行うものとする。 

２ 区は、区民と文化及び芸術に関する専門的知識又は技能を有する者との交流の促進を図るた

め、その場所及び機会の提供に努めるものとする。 

 

（地域文化及び伝統文化の保存、継承及び発展） 

第７条 区は、将来にわたって地域文化及び伝統文化を保存し、継承し、及び発展させるために

必要な施策を推進するものとする。 

 

（国際交流の推進） 

第８条 区は、区民と外国の諸都市の市民との相互理解及び親善を図るため、文化及び芸術に関

する活動を通じた国際交流を推進するものとする。 

 

（高齢者、障害者等の文化及び芸術に関する環境の整備） 

第９条 区は、高齢者、障害者等が文化及び芸術に親しみ、又は文化及び芸術に関する活動を活

発に行うことができるよう環境の整備に努めるものとする。 

 

（青少年の文化及び芸術に関する活動の充実） 

第 10 条 区は、青少年の豊かな人間性の形成に資するため、青少年が文化及び芸術に触れ、又

は文化及び芸術に関する活動を活発に行うことができるよう必要な施策を推進するものとす

る。 
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（学校教育における文化及び芸術に関する活動の充実） 

第 11 条 区は、学校教育において、児童及び生徒が文化及び芸術に触れることができる機会を

設け、並びに児童及び生徒が文化及び芸術に関する活動に積極的に取り組むことができるよう

必要な施策を推進するものとする。 

 

（情報の提供） 

第 12 条 区は、文化及び芸術に関する情報の収集に努めるとともに、区民が多様な媒体を通じ

てこれらを利用することができるよう情報の提供を行うものとする。 

 

（顕彰） 

第 13 条 区は、区の文化及び芸術の振興に大きく寄与したもの並びに文化及び芸術に関する活

動において著しい功績のあったものを顕彰することができる。 

 

（文化及び芸術の振興に関する委員会の設置） 

第 14 条 文化及び芸術の振興に関し、助言を受け、及び意見を聴き、並びにこれを振興施策に

反映させるため、文化及び芸術の振興に関する委員会を設置する。 

２ 前項に規定する委員会の運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

 

  附 則 

 この条例は、平成 18年４月１日から施行する。 

 

 

 


